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１ 改正の趣旨 

地方税法等の一部を改正する法律及び地方税法施行令の一部を改正する政令の施行

に伴い、関係税目の細目等を定める。 

 

２ 主な改正の内容 

（１） 新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の細目を定める。 

（２） 新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定

資産税及び都市計画税の課税標準の特例に係る添付書類の細目を定める。 

  

３ 施行期日 

公布の日 

地方税法施行規則の一部を改正する省令の概要 


